
 

放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

改
正
案
（
修
正
後
） 

改
正
案
（
修
正
前
） 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
超
短
波
放
送
に
係
る
重
大
な
事
故
は
、
次

の
各
号

に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
等
設
備
（
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使

用
計
画
第
四
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又

は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の 

二 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地
上

基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
四
に
定
め
る

周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
超
短
波
放
送

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
を
除
く
。
）
に
係

る
重
大
な
事
故
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
等
設
備
（
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使

用
計
画
第
四
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又

は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の 

二 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
地
上

基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
四
に
定
め
る

周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

に
係
る
重
大
な
事
故
は
、
次

の
各

号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
設
備
に
起

因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の  

二 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
等
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等

設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該

放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の  

三 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継

局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
局
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送

の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以

上
の
も
の  

５ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

に
係
る
重
大
な

事
故
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
設
備
に
起

因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た

事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の  

二 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
等
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等

設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該

放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の  

三 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継

局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
局
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送

の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以

上
の
も
の  
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